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 （目的） 

第１条 本業務は、見附市保有の更正図マイラー原図（以下「更正図」とい

う。）に、土地登記済み通知書等（以下「異動通知書」という。）の内容によ

り分合筆の加除修正等異動処理を行い、固定資産税の課税資料として維持・管

理することを目的とする。 

（業務指示及び監督） 

第２条 本業務の実施に際しては、業務委託単価契約書及び本仕様書によること

とし、本業務受託者は、当該契約に基づき見附市（以下「委託者」という。）

と密接な連絡をとり、その指示及び監督を受けなければならない。 

 （関係法令等） 

第３条 受託者は本業務の実施にあたり、契約書、本仕様書及び以下に掲げる関

係法令等を遵守しなければならない。 

（１）地方税法（昭和２５年法律第２２６号）  

（２）不動産登記法（明治３２年法律第２４号）  

（３）測量法（昭和２４年 法律第１８８号）  

（４）航空法（昭和２７年 法律第２３１号）  

（５）公共測量作業規定  

（６）固定資産評価基準（地方税法第３３８条第１項） 

（７）不動産鑑定評価に関する法律  

（８）見附市財務規則  

（９）見附市個人情報の保護に関する法律施行条例  

（10）その他関係法令等 

（疑義） 

第４条 本仕様書について疑義が生じたときは、受託者は、委託者と協議し、そ

の指示に従わなければならない。 

（貸与資料） 

第５条 委託者は、本業務に必要な資料として、次の資料を受託者に貸与する。 

（１）見附市更正図マイラー原図（１／５００・１／６００）     １式 

（２）令和５年中の土地登記済み通知書               １式 



（３）更正図修正指示資料                     １式 

（４）その他本業務に必要な資料                  １式 

２ 受託者は、貸与資料の管理取扱には十分注意し、作業完了後又は委託者が必

要とする場合は、直ちに返納しなければならない。 

（業務管理） 

第６条 受託者は、本業務の遂行に際し、品質維持及び精度管理を図る観点か

ら、業務に従事する技術者として、次の者を配置しなければならない。 

（１）主任技術者 測量士の資格を有し、更正図及び固定資産税関連業務に精通

した者とし、当該者の業務経歴書、資格者証の写し及び常勤社員（６か月以

上）であることを証明する写しを完了届に添付すること。 

（２）照査技術者 不動産鑑定士の資格を有し、不動産に関する法律、登記関連

及び固定資産税に関する業務に精通した者を配置すること。 

（３）文書情報管理士（１級以上） 個人情報、貸与資料等の保護管理責任者と 

  して１名以上配置すること。 

２ 前各号にあげる従事者は当該業務経歴書、資格者証の写し及び常勤社員（１ 

 年以上）であることを証明する写し（健康保険証等）を業務受注時に提出し委 

 託者の承認を得てから業務を実施すること。 

３ 前各号にあげる者以外の従事者についても、本業務の知識又は技術を有する

者を配置するものとする。 

（損害賠償） 

第７条 受託者の故意又は過失等により委託者又は第三者に損害を与えた場合に

は、その一切の責を負うものとし、その経過を委託者に報告するものとする。 

（貸与資料管理・情報セキュリティ） 

第８条 受託者は、本業務において委託者から貸与された業務関係資料及び業務

上取得した個人情報等について、破損、滅失、漏洩等の防止、その他の個人情

報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。また、当

該リスクに関して合理的な安全対策を講じるため、情報セキュリティ規格（Ｊ

ＩＳ Ｑ １５００１又はＪＩＳ Ｑ ２７００１（ＩＳＯ／ＩＥＣ ２７０

０１））に適合した体制を確立していなければならない。 



（秘密の保持） 

第９条 受託者は、業務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。この契

約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

２ 受託者は、成果品を第三者に閲覧、貸与等してはならない。 

 (個人情報の保護) 

第１０条 受託者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いに

ついては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

（成果品の品質保証） 

第１１条 作業完了後、受注者の過失又は疎漏に起因する不良箇所が発見された

場合は、受託者の負担において、速やかに補足、訂正その他の必要な作業を行

うものとする。 

（工期） 

第１２条 本業務の工期は、契約締結日より７０日間とする。 

（業務概要） 

第１３条 本業務の作業内容は、次のとおりとする。 

（１）計画準備 

（２）更正図借用及び異動通知書分類整理 

（３）更正図マイラー分合筆加除修正 

（４）更正図副図作成（白焼き） 

（５）更正図副図製本作製 

２ 本業務の作業数量（想定）は、次のとおりとする。 

（１）分合筆等の異動筆数（令和５年１月１日～令和５年１２月３１日まで） 

  ８００筆 

（２）更正図副図作成（白焼き）           １，７９０枚 

（３）更正図副図製本作製                 ５０冊 

（計画準備） 

第１４条 受託者は、見附市市民税務課保有の更正図等課税資料を掌握したうえ

で、資料の収集整理、作業管理、作業手順等について、担当者と協議・打合せ

を行い、作業計画の立案を行うものとする。 



（更正図借用及び異動通知書分類整理） 

第１５条 受託者は、委託者指定場所において、更正図及び異動通知書の借用作

業を行い、貸与された異動通知書の数量を確認し、各資料の「左余白」部分に

一連番号を記入し、大字（町丁）単位での整理を行い、異動処理作業の準備を

行う。 

（更正図マイラー分合筆加除修正） 

第１６条 分類・整理した異動通知書のうち異動処理を行うものは、次の登記事

項等とする。 

（１）分筆（原寸・比例） 

（２）合筆 

（３）表示登記（原寸・比例） 

（４）地図訂正 

（５）地番変更 

（６）誤謬訂正 

（７）抹消登記 

（８）訂正資料による修正 

（９）行政区域の変更による町名及び町界図変更 

２ 異動処理作業の注意事項は、次のとおりとする。 

（１）異動処理は、必ず異動通知書に付した一連番号順に行う。 

（２）新規分筆の線は、太さ３～４号線（０．１５～０．２０㎜）とし、交点、 

  接合部分の線引き処理は、過不足のないようにする。 

（３）地番は、算用数字（レタリング）で既存の各図面の地番と同等のポイント

数で記入する。 

（４）新規分筆の地形が小さく親番号を記入するスペースがない場合には、同一

親地番内余白部分に枝番を引き出し、矢印にて表示する。 

（５）その他不明な点、疑問点の生じたものについては、委託者の指示に従い修

正処理する。 

３ 異動処理できなかった異動通知書の取扱いは、次のとおりとする。 

（１）異動処理が不可能な異動通知書及び該当する各筆については、該当大字



（町名）地番・処理不能の原因を記載し、異動通知書及び該当地図の写し等

を付し委託者に報告すること。 

（２）委託者に報告後、異動処理指示が得られたものについては、速やかに指示

に従い修正を施し、次に掲げるもの等の未処理物件については、「分合筆未

処理報告書」として、異動通知書番号及び該当する筆の所在地番を記入し提

出する。 

  ア 評価原図なし 該当図のないもの（未作成等） 

  イ 地番なし 該当図に地番がないもの 

  ウ 地形合わず 通知書等の地形図及び測量図と原図が一致しないもの 

  エ 地形図なし 通知書等に地形図または測量図のないもの 

  オ その他 枝番等が不明なもの、圃場整備等の閉鎖地区に生じた異動及び

資料の不備なもの 

４ 異動処理後の異動通知書の処理は、次のとおりとする。 

（１）異動処理済の通知書等には、指定の処理済印を表題部の「右下余白」へ押 

  す。 

（２）異動処理の作業完了後、一連番号に基づき元の簿冊単位に整理を行う。 

（更正図副図作成（白焼き）） 

第１９条 更正図マイラー原図より副図を作成し大字ごとに分類整理を行う。 

 副図材質：上質紙 55㎏以上 

 作成枚数：約１，７９０枚 

（更正図副図製本作製） 

第２０条 作成した副図について、発注者と協議のうえ製本リストの作成を行  

 い、製本リストごとに分類するものとするし、分類した副図を各製本単位で糊 

 付け・綴じ込みし、観音製本を作製する。 

 製本表紙材質：レザック（色は別途協議） 

 製 本 冊 数 ：５０冊（Ａ１判） 

 体    裁 ：観音製本 

（作業報告） 

第２１条 本業務の作業完了後に作業報告書を作成するものとする。なお、本業



務は作業項目ごとの委託単価契約とする。 

（更正図等の納入） 

第２２条 異動処理が完了した更正図を所定の保管場所（マップロッカー）へ収

納し納品とする。 

（納入成果品） 

第２３条 納入成果品は、次のとおりとする。 

（１）異動処理済更正図マイラー原図（旧図閉鎖処理含む） １式 

（２）更正図副図 １式 

（３）更正図副図観音製本（Ａ1判） ５０分冊 

（４）作業報告書（分合筆未処理報告書含む） １式 

（５）異動通知書 １式 

 

  



【個人情報取扱特記事項】 

（基本的事項） 

第１条 受託者は、個人情報（個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、

又は識別され得るものをいう。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、この契約に

よる業務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、

個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

（収集の制限） 

第２条 受託者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、

その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行

わなければならない。 

（利用及び提供の制限） 

第３条 受託者は、委託者の指示がある場合を除き、この契約による業務に関して

知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は委託者の承諾

なしに第三者に提供してはならない。 

（複写又は複製の禁止） 

第４条 受託者は、委託者が事前に承諾した場合を除き、この契約による業務を処

理するために委託者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又

は複製してはならない。 

（再委託の禁止） 

第５条 受託者は、この契約による業務の全部又は一部について第三者に再委託を

してはならない。ただし、あらかじめ委託者の書面による承諾を得た場合に限り、

再委託をすることができる。この場合において、受託者は、この契約により受託

者が負う義務を再委託先に対しても遵守させるものとし、受託者は、受託者と再

委託先との間で締結する契約書においてその旨を明記しなければならない。 

（資料等の返還、廃棄又は消去） 

第６条 受託者は、この契約による業務を処理するために、委託者から提供を受け、

又は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、こ

の契約の終了後直ちに委託者に返還、廃棄又は消去しなければならない。ただし、

委託者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 

別記 



２ 受託者は、前項の個人情報を廃棄する場合は、記録媒体を物理的に破壊する等

当該個人情報が判読又は復元できないように確実な方法で廃棄しなければなら

ない。 

３ 受託者は、パソコン等に記録された第 1項の個人情報を消去する場合、データ

消去用ソフトウェア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元でき

ないように確実に消去しなければならない。 

４ 受託者は、第 1項の個人情報を廃棄又は消去したときは、委託者に完全に廃棄

又は消去した旨を証する書面を速やかに提出しなければならない。 

（従事者の監督） 

第７条 受託者は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退

職後において、その業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはな

らないこと、又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情

報の保護に関して必要かつ適切な監督を行わなければならない。 

２ 受託者は、前項の目的を達成するために、非正規職員を含めた従事者に対し、

個人情報を取り扱う場合に従事者が遵守すべき事項について研修等の教育を実

施しなければならない。 

（報告及び調査） 

第８条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者がこの契約による業務を処

理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況に

ついて、定期的に報告を求めることができる。 

２ 委託者は、必要があると認めるときは、受託者がこの契約による業務を処理す

るに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況を確認

するため、受託者及び再委託先に対して随時実地に調査することができる。 

（指示） 

第９条 委託者は、受託者がこの契約による業務を処理するに当たり、取り扱って

いる個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、受託者に対し

て必要な指示を行うものとする。 

（事故発生時における報告） 

第１０条 受託者は、個人情報の漏えい、滅失又は毀損その他の事故が発生し、又



は発生するおそれのあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者

の指示に従わなければならない。委託期間が終了し、又は解除された後において

も同様とする。 

（契約の解除） 

第１１条 委託者は、受託者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めた

ときは、契約の解除をすることができる。 

２ 受託者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、

委託者に対してその損害の賠償を請求することはできないものとする。 

 

 

 


